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住宅ローンにおけるダイバーシティの推進について 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、今般、連帯債務による住宅ローンの取り組みにおいて、

同性パートナーお二人によるお借り入れの取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

 近年、「パートナーシップ制度」の導入等、ＬＧＢＴ※の方々に対する自治体の取り組みが

拡大しています。当行では、住宅ローンにおいて、単独でのお借り入れに加え、同性パート

ナーお二人でのお借り入れも可能とし、金融面でのサポートを行ってまいります。 

当行は、今後も金融を通じたダイバーシティの推進により、誰もが自分の能力を生かして

暮らせる持続可能な社会の実現に向け、積極的に取り組んでまいります。 

※Lesbian（レズビアン）、Gay（ゲイ）、Bisexual（バイセクシュアル）、Transgender（トランスジェン

ダー）の頭文字をとり、幅広いセクシャリティ（性のあり方）を総称する言葉。 

記 

１．本件取組内容 

連帯債務による住宅ローンの取り組みにおいて、同性パートナーを融資対象者といたします。 

２．お申込みに必要な書類 

以下のいずれかの書類をご提出いただきます。 

（１）自治体が発行する「パートナーシップ証明書」またはこれに類する証明書 

（２）合意契約に係る公正証書、任意後見契約に係る公正証書、任意後見契約に係る  
登記事項証明書 

※住宅ローンの利用にあたっては、当行所定の審査がございます。 

３．対象商品 

京銀住宅ローン 

４．開始日 

２０２１年５月２０日（木） 

以  上 

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた企業
活動を行ってまいりました。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践であるSDGs達成に
向け、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。なお、関連するプレスリリースにSDGsの
目標のアイコンを明示しております。 

【SDGs】2015 年 9 月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての 2030 年ま
での世界共通目標。17 のゴールと 169 のターゲットで構成されている。 


